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地域密着型サービスにおける運営推進会議の開催について 

 

日頃は、介護保険事業にご理解・ご協力いただき厚く御礼申し上げます。 

運営推進会議は、地域密着型サービス事業所が、利用者、町職員、地域住民の代表者等に

対して、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービ

スをすることで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。 

介護保険最新情報 Vol.773「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人

員基準等の臨時的な取扱いについて」において、文書による情報提供・報告、延期、中止

等、柔軟に取り扱うことができる旨が示されておりましたが、新型コロナウイルス感染症

の５類感染症移行に伴い、運営推進会議の開催を順次実施していただきますようお願いいた

します。通常どおりの開催が困難な場合においては、最低限、文書による情報提供・報告

（書面開催）を実施してください。また、毎年度「年間スケジュール」及び「構成員名

簿」を提出していただきますようお願いいたします。 

記 

１．対象事業所と開催頻度 

老人福祉施設        おおむね２か月に１回以上 

認知症対応型共同生活介護 おおむね 2 か月に 1 回以上 

小規模多機能型居宅介護 おおむね 2 か月に 1 回以上 

認知症対応型通所介護 おおむね 6 か月に 1 回以上 

地域密着型通所介護     おおむね 6 か月に 1 回以上 

 

２．会議内容例 

・事業運営の基本方針 

・日常サービスの提供内容や定例行事の実施報告 

・利用者の構成（年齢、要介護度、利用年数等） 

・事故報告（発生状況、再発防止策等） 

・利用者の健康管理に係る取り組み（熱中症や感染症に対する取り組み等） 

・非常災害対策の取り組み（消防計画の策定・見直し、避難訓練の実施等） 

・地域連携の取り組み（地域行事への参加、異年齢交流、ボランティアの受け入れ等） 

など 

３．その他 

運営推進会議は、テレビ電話装置（オンライン）等を活用して実施することもできます。 

 

（問い合わせ 南知多町役場健康介護課 電話：0569−65−0711（内線 133）） 


